
※有料広告　これらの広告は広告主の責任において掲載しております。

県
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
主 
催 

⿅
児
島
県

▼
共 
催 

⿅
児
島
労
働
局

▼
対 
象 

県
内
事
業
所
の
経
営
者
︑
⼈
事
労

務
担
当
者

▼
⽇
時
・
会
場

10
⽉
28
⽇
︵
⽔
︶
13
時
〜
15
時
30
分 

⼤
隅
地

域
振
興
局 

別
館
２
階
⼤
会
議
室
︵
⿅
屋
市
打

⾺
２
丁
⽬
16
ー
６
︶

▼
内 
容 

本
年
４
⽉
か
ら
中
⼩
企
業
に
も
適

⽤
さ
れ
て
い
る
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
な
ど

の
改
正
労
働
基
準
法
の
内
容
と
考
え
⽅
︑
事
業

主
の
義
務
と
し
た
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
⽌

対
策

 

働
き
⽅
改
⾰
っ
て
何
を
す
れ
ば
い
い
の
？
︑

役
に
⽴
つ
助
成
⾦
は
？
な
ど
働
き
⽅
を
改
⾰
す

る
た
め
の
具
体
的
な
情
報
の
提
供
と
個
別
相
談

会▼
事
前
予
約
必
要
・
参
加
料
無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
県
商
⼯
労
働
⽔
産
部 

雇
⽤
労
政
課

☎
０
９
９︵
２
８
６
︶３
０
１
７

 

解
雇
や
雇
⽌
め
な
ど
の
職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？
個
々
の
労
働
者
と
使
⽤

者
と
の
間
に
⽣
じ
た
労
働
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
い
て
︑県
労
働
委
員
会
委
員︻
公
益
委
員︵
弁

護
⼠
︑
⼤
学
教
授
等
︶︑
労
働
者
委
員
︵
労
働
組

合
役
員
等
︶︑
使
⽤
者
委
員
︵
会
社
経
営
者
等
︶︼

等
が
相
談
に
応
じ
ま
す
︒

 

労
働
者
︑
使
⽤
者
の
ど
ち
ら
で
も
︑
お
気
軽

に
御
相
談
く
だ
さ
い
︒︵
秘
密
厳
守
︑
無
料
︶

▼
⽇
時
・
会
場

・
休
⽇
相
談
会 

10
⽉
17
⽇
︵
⼟
︶
 

10
時
〜
16

時
︵
受
付
：
15
時
30
分
ま
で
︶

⿅
児
島
市
勤
労
者
交
流
セ
ン
タ
ー
︵
⿅
児
島
市

中
央
町
10
番
︶

・
出
張
合
同
相
談
会 

10
⽉
20
⽇
︵
⽕
︶
 

10

時
30
分
〜
15
時
30
分
︵
受
付
：
15
時
ま
で
︶
指

宿
市
役
所
北
側
別
館
２
階
︵
指
宿
市
⼗
町

２
４
２
４
︶
 

※
関
係
機
関
団
体
と
合
同
相
談
会

︵
予
定
︶

・
定
期
相
談
会
︵
原
則
︑
毎
⽉
第
４
⽕
曜
⽇
開

催
中
！
︶
 

10
⽉
27
⽇
︵
⽕
︶
 

14
時
30
分
〜
17

時
︵
受
付
：
16
時
30
分
ま
で
︶
⿅
児
島
県
労
働

委
員
会
︵
県
庁
15
階
労
働
委
員
会
︶

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
︵
県
庁
15
階
︶

☎
０
９
９︵
２
８
６
︶３
９
４
３

働
き
方
改
革
推
進
セ
ミ
ナ
ー

労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る

相
談
会
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